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満
の
方
︑
ま
た
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︑
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日
の
前
々
日
ま
で
に
﹁
所
得
制
限
超

過
・
施
設
入
所
・
江
東
区
に
住
所
が

な
か
っ
た
﹂
と
い
う
制
限
事
由
に
よ

り
申
請
手
続
き
が
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き
な
か
っ
た
方

で
︑
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っ

た
際
は
︑
申
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あ
り
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︶
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︑
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あ
る
方
の
医
療
保
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自
己
負
担
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︵
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部
︶
を
助
成
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も
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で
す
︒

�
月
�
日
︵
金
︶
か
ら
⃝障
受
給
者

証
が
新
し
く
な
り
ま
す
︒
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な
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︑
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日
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で
に
︑
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︵
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︑
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︑
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︑
﹁
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︑
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︵
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て
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る
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︑
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得
︶
﹂

に
よ
り
判
定
し
ま
す
︒

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
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﹈

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

②
医
療
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

③
﹁
江
東
区
子
ど
も
医
療
受
給
者

証
﹂
を
受
給
し
て
い
る
方

④
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢
が
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歳
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あ
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⑤
後
期
高
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者
医
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制
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い
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︵
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し
︑
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障
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っ
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か
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の
誕
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の
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ま
で
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・
②
だ
っ
た
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︑
ま
た
は
東
京
都
内

に
住
所
が
な
か
っ
た
方
は
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
申
請
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
︶

﹇
注
意
﹈
重
度
障
害
者
に
な
っ
た
年
齢

が

歳
未
満
で
⃝障
受
給
者
証
の
申
請
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手
続
き
を
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っ
て
い
な
い
方
は
︑
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歳
の
誕
生
日
の
前
々
日
ま
で
に
申
請

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
過
去
に
⃝障
受
給
者
証
を
持

ま
す
︒

ま
た
︑
所
得
が
左
表
の
所
得
限
度

額
以
上
あ
っ
た
な
ど
の
理
由
に
よ
り

受
給
資
格
が
消
滅
し
︑
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
方
は
︑
あ
ら
た

め
て
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
︒

な
お
︑
申
請
月
が
支
給
開
始
月
と

な
り
ま
す
の
で
︑
申
請
が
遅
れ
る
と

受
給
で
き
る
手
当
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
︒
過
去
に
遡
っ
て
の
支
給
も
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒
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︑
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限

限
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額
以
上
あ
っ
た
等
に
よ
り
︑
資

格
が
消
滅
し
た
方
で
︑
そ
の
後
制
限

事
由
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
︑
申
請

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒
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区
で
は
︑
国
の
制
度
に
基
づ
き
特

別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

を
支
給
し
て
い
ま
す
︒
対
象
者
の
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
︒
審
査
の
結

果
︑
支
給
が
決
定
さ
れ
る
と
︑
申
請

月
の
翌
月
分
か
ら
の
手
当
の
支
給
が

開
始
さ
れ
ま
す
︒
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障
害
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﹁
高
齢
者
あ
ん
し
ん
情
報
キ
ッ

ト
﹂
は
︑
医
療
情
報
な
ど
を
専
用
の

容
器
に
入
れ
冷
蔵
庫
内
に
保
管
し
︑

万
一
の
緊
急
時
に
活
用
す
る
も
の
で

す
︒キ

ッ
ト
は
申
請
に
基
づ
き
配
付
し

て
い
ま
す
︒
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
︑
緊

急
時
の
連
絡
先
な
ど
が
わ
か
る
も
の

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒
ス
テ
ッ
カ
ー

は
救
急
隊
が
発
見
し
や
す
い
よ
う
に

玄
関
ド
ア
の
内
側
・
冷
蔵
庫
に
貼
り

ま
す
︒
キ
ッ
ト
内
の
情
報
は
随
時
更

新
し
︑
万
一
の
場
合
に
備
え
ま
し
ょ

う
︒
更
新
に
必
要
な
用
紙
は
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
︒

▢人
区
内
在
住
で

歳
以
上
の
方

65

▢費
無
料

▢申
各
長
寿
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ま

た
は
長
寿
応
援
課
地
域
支
え
合
い
係

︵
区
役
所
�
階
�
番
︶
窓
口
で

▢問
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寿
応
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支
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合
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係
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℻

(
�
�
�
�
)
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月
�
日
︵
日
︶
現
在
で
︑
全
国

10
一
斉
に
就
業
構
造
基
本
調
査
が
行
わ

れ
ま
す
︒
こ
の
調
査
は
︑
全
国
か
ら

選
ば
れ
た
︑
約

万
世
帯
の

歳
以

52

15

上
の
方
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
︑
わ
が

国
の
就
業
・
不
就
業
の
実
態
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
で
す
︒

�
月
上
旬
に
調
査
員
が
区
内
約
�
︑

�
�
�
世
帯
を
巡
回
し
︑
﹁
調
査
の

お
知
ら
せ
﹂
を
郵
便
受
け
に
投
か
ん

し
ま
す
︒
こ
の
世
帯
の
中
か
ら
無
作

為
に
抽
出
さ
れ
た
約
�
�
�
世
帯
が

調
査
対
象
と
な
り
ま
す
︒

対
象
世
帯
に
は
︑
�
月
下
旬
に
調

査
員
が
調
査
票
の
配
付
に
伺
い
ま
す
︒

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
︒

▢問
地
域
振
興
課
統
計
調
査
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

区
で
は
︑
自
宅
な
ど
の
道
路
に
面

し
た
部
分
に
生
垣
な
ど
を
作
る
際
や
︑

屋
上
緑
化
な
ど
を
行
う
際
の
工
事
費

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
︒

緑
の
中
の
都
市
(
Ｃ
Ｉ
Ｇ
)
づ
く

り
を
ご
自
宅
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
せ

ん
か
︒

助
成
制
度
の
利
用
に
は
︑
建
物
や

な
い
こ
と
な
ど
︑
一
定
の
条
件
が
あ

り
ま
す
︒
ま
た
︑
事
前
の
相
談
・
申

請
が
必
要
で
す
︒
詳
細
は
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
︑
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
管
理
課
Ｃ
Ｉ
Ｇ
推
進
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

駐
車
場
等
の
不
動
産
所
有
者
で

あ
る
こ
と
︑
分
譲
・
売
買
ま
た

は
賃
貸
を
目
的
と
し
た
物
件
で

な
い
こ
と
︑
み
ど
り
の
条
例
に

よ
る
緑
化
指
導
の
対
象
と
な
ら

月額

26,810円

手当額

歳
未
満

20

障
害
児
福
祉
手
当

歳
以
上

20

特
別
障
害
者
手
当

年齢

制限

手当

種類

重度の障害があるため、日常生活におい

て常時介護が必要な20歳未満の方(おお

むね身体障害者手帳1級および2級の一

部、愛の手帳1・2度程度の方。あるいは

これらと同等の疾病・精神障害の方。原

則専用の診断書で判定されます)。ただ

し次に該当する方を除く①施設入所者②

障害を理由とする公的年金受給者。本人

および扶養義務者の所得制限がありま

す。

重度の障害があるため、日常生活におい

て常時特別な介護が必要な20歳以上の方

(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手

帳1・2度程度でかつ障害が重複している

方。あるいはこれらと同等の疾病・精神

障害の方。原則専用の診断書で判定され

ます)。ただし次に該当する方を除く①

施設入所者②病院等に3か月を超えて入

院している方。

本人および扶養義務者の所得制限があり

ます。原子爆弾被爆者に対する援護に関

する法律に基づく手当を受給していると

きは、手当額の併給調整があります。

対象者

月額

14,580円

所得制限限度額表 ※心身障害者難病福祉手当、心身障害者医療費助成共通

4,364,000円2人

4,744,000円

5人

3人

適用期間

5,124,000円4人

(本人等所得−所得控除≦所得限度額)

20歳以上：本人所得
20歳未満：配偶者または扶養義務者の所得
※次のような扶養家族がいる場合には、左記の
所得限度額にそれぞれ加算されます。
・老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族または控除対象扶養親族(19
歳未満の者に限る)1人につき25万円

※医療費・社会保険料(医療費助成は本人のみ)
等は相当額を控除

本人および扶養義務者等
の所得限度額

扶養親族
の数

3,604,000円0人

3,984,000円

5,504,000円

心身障害者医療費助成

心身障害者難病福祉手当

1人

9／1(金)〜平成30年8／31(金)

8／1(火)〜平成30年7／31(火)

平成28年中所得対象所得

屋上等緑化助成

30,000円／m
2
を

上限に工事費の
2分の1

厚層屋上緑
化工事(土厚
30cm以上)

10,000円／m
2
を

上限に工事費の
2分の1

壁面緑化工
事

15,000円／m
2
を

上限に工事費の
2分の1

薄層屋上緑
化工事(土厚
30cm未満)

助成対象経費工事種別

30万円

合計で
30万円

助成限度額

予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成

植樹帯緑化
工事

生垣等緑化および付帯工事助成

生垣緑化または植樹
帯緑化に伴うフェン
スの設置工事費

フェンスの
設置工事

2,000円／m※フェン
スの費用は含まない。

延長100mを上限と
した緑化工事費

フェンス緑
化工事

［道路と生垣との間
に遮蔽物が無い場
合］16,000円／m
［道路と生垣との間
に遮蔽物がある場
合］8,000円／m

延長100mを上限と
した生垣緑化工事費

生垣緑化工
事

助成上限額助成対象経費工事種別

8,000円／m※フェ
ンスの後ろ側(宅地
側)に植栽する場合
を除く。

生垣緑化または植樹
帯緑化に伴うブロッ
ク塀等の撤去工事費

ブロック塀
等の取り壊
し工事

16,000円／m

20万円

合計で
200万円

助成限度額

延長100mを上限とし
た植樹帯緑化工事費

予
算
の
範
囲
内
で
の
助
成




